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川内原子力発電所２号機 第２１回定期検査の概要 

 

１．関係法令 

原子炉等規制法 第４３条の３の１５ 第１項（施設定期検査） 

原子炉等規制法 第４３条の３の１６ 第１項（定期事業者検査） 

 

２．施設定期検査及び定期事業者検査を実施した設備 

（１）原子炉本体 

（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

（３）原子炉冷却系統施設 

（４）計測制御系統施設 

（５）放射性廃棄物の廃棄施設 

（６）放射線管理施設 

（７）原子炉格納施設 

（８）非常用電源設備 

（９）蒸気タービン本体及び蒸気タービンの附属設備 

 

３．定期検査期間中に実施した主な工事 

（１）燃料の取替え 

燃料集合体１５７体のうち、４４体を新燃料に取り替えた。 

 

４．今後の検査予定 

総合負荷性能検査（３月下旬） 

 

以 上 

 


